
提
　
言

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
、
医
療
・

介
護
の
提
供
体
制
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
中
、
医

療
・
介
護
従
事
者
な
ど
の
関
係
者
の
尽
力
に
よ
る
対

応
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
が
進
展
す
る
と
と
も
に
、
経
口
の
治
療
薬
開
発
に

も
め
ど
が
立
つ
な
ど
、
確
実
に
状
況
は
変
化
し
つ
つ

あ
る
が
、
今
般
の
感
染
症
の
経
験
を
踏
ま
え
、
緊
急

時
の
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
は
じ
め
と
す
る
新
た

な
課
題
へ
の
対
応
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
。

　

一
方
で
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
中
、
社
会
保

障
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確
保
と
現
役
世
代
の
負
担

増
加
の
抑
制
に
向
け
た
改
革
の
取
り
組
み
も
待
っ
た

な
し
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」
や
「
全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
」
な
ど
累
次

の
社
会
保
障
制
度
改
革
が
進
展
し
て
き
た
が
、
今
後

も
そ
の
歩
み
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
経
団
連
は
、
10
月
12
日
、
提
言
「
今
後

の
医
療
・
介
護
制
度
改
革
に
向
け
て
」
を
公
表
し
た
。

提
言
で
は
、
今
後
の
高
齢
化
等
の
進
行
へ
の
対
応
に

は
、
継
続
的
な
社
会
保
障
制
度
改
革
の
実
行
が
不
可

欠
で
あ
る
と
し
、
２
０
２
４
年
度
ま
で
に
次
な
る
改

革
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
概
要
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

さ
ら
な
る
社
会
保
障
制
度
改
革
の
必
要
性

　

高
齢
化
な
ど
に
よ
り
、
今
後
も
医
療
・
介
護
給
付

費
は
増
加
す
る
見
込
み
で
あ
る
。
そ
の
水
準
は
、
政

府
推
計
に
よ
る
と
、
２
０
４
０
年
に
向
け
経
済
成
長

を
上
回
る
ペ
ー
ス
の
増
加
と
な
る
見
通
し
で
あ
る

（
本
誌
８
ペ
ー
ジ
図
表
１
参
照
）。
こ
の
う
ち
、
高
齢

者
向
け
の
医
療
・
介
護
給
付
費
の
増
加
は
、
現
役
世

代
の
保
険
料
負
担
の
伸
び
に
つ
な
が
り
、
可
処
分
所

得
拡
大
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る（
本
誌
８
ペ
ー
ジ

図
表
２
参
照
）。
こ
う
し
た
状
況
は
、
社
会
保
障
制

度
の
持
続
可
能
性
の
み
な
ら
ず
、
経
済
社
会
に
も
悪

影
響
を
与
え
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
制
度
の
持
続

可
能
性
を
確
保
し
、
現
役
世
代
の
負
担
上
昇
を
抑
制

す
る
観
点
か
ら
、
間
断
な
く
さ
ら
な
る
社
会
保
障
制

度
改
革
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

医
療
・
介
護
制
度
改
革
の
基
本
的
な
考
え
方

　

次
な
る
改
革
に
あ
た
り
、
当
面
重
視
す
べ
き
は
団

塊
の
世
代
の
全
て
が
75
歳
以
上
と
な
る
２
０
２
５
年

以
降
へ
の
対
応
を
見
据
え
医
療
・
介
護
の
体
制
を
整

え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
２
０
２
４
年

度
に
医
療
・
介
護
の
制
度
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

中
期
的
な
計
画（
医
療
費
適
正
化
計
画
、
医
療
計
画
、

介
護
保
険
事
業
計
画
な
ど
）が
新
た
な
始
期
を
迎
え

「
今
後
の
医
療
・
介
護
制
度
改
革
に

向
け
て
」を
公
表

─
２
０
２
４
年
度
ま
で
に
次
な
る
改
革
の
実
施
を
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改
革
推
進
に
向
け
た
効
果
的
な
検
討
体
制
づ
く
り

　

社
会
保
障
制
度
改
革
を
議
論
す
る
際
は
、
個
別
テ

ー
マ
ご
と
の
調
整
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
分
野
横

断
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た

検
討
の
推
進
役
を
担
っ
て
き
た
政
府
の
「
社
会
保
障

制
度
改
革
推
進
本
部
」（
本
部
長
：
内
閣
総
理
大
臣
）

が
２
０
２
２
年
１
月
に
設
置
期
限
を
迎
え
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
を
後
継
す
る
機
関
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
。

後
継
機
関
な
ど
が
推
進
役
と
な
り
、
ま
ず
は
、
２
０

２
４
年
度
に
向
け
た
対
応
を
進
め
、
さ
ら
に
、
中
長

期
の
視
点
で
「
ポ
ス
ト
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
」
に
つ
い
て
腰
を
据
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
は
、
他
の
政
府
関
係
会
合（
関
係
審
議
会
等
）

と
も
連
携
し
な
が
ら
、
明
確
な
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
掲
げ
て
改
革
を
着
実
に
進
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　

本
提
言
を
踏
ま
え
て
、
制
度
の
持
続
可
能
性
の
確

保
に
向
け
た
次
の
改
革
議
論
が
早
期
に
進
展
す
る
こ

と
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
経
団
連
と
し
て
も
、
２

０
２
０
年
11
月
に
公
表
し
た
「
。新
成
長
戦
略
」
で

掲
げ
た
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
資
本
主
義
」
に
資
す

る
社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
引
き
続
き

検
討
を
行
い
、
政
府
・
与
党
に
働
き
掛
け
て
い
く
。

る（
図
表
参
照
）。
そ
の
た
め
、
各
種
計
画
の
始
期
で

あ
る
２
０
２
４
年
度
ま
で
に
は
改
革
が
実
行
さ
れ
る

よ
う
、
必
要
な
検
討
や
対
応
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　

改
革
の
具
体
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
、経
団
連
で
は

２
０
１
９
年
11
月
に
公
表
し
た
提
言
「
経
済
成
長
・

財
政
・
社
会
保
障
の
一
体
改
革
に
よ
る
安
心
の
確
保

に
向
け
て
」
に
お
い
て
医
療
・
介
護
制
度
改
革
に
関

す
る
考
え
方
を
詳
述
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
今
後

も
同
提
言
で
示
し
た
考
え
方
を
踏
襲
す
る
が
、
２
０

２
４
年
度
ま
で
の
当
面
の
改
革
を
念
頭
に
、
改
め
て

取
り
組
み
の
優
先
順
位
を
次
の
通
り
整
理
し
て
い
る
。

を
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
政
府

の
骨
太
方
針
２
０
２
１
等
で
掲
げ
ら
れ
た
事
項

（
注
２
）を
着

実
に
実
現
す
べ
き
で
あ
る
。
併
せ
て
、
次
な
る
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
に
も
対
応
で
き
る
医
療
提
供
体
制
の
構
築

に
向
け
て
、
医
療
機
能
の
分
化
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、

分
散
す
る
医
療
資
源
を
集
約
化
す
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。

　

介
護
分
野
に
つ
い
て
は
、
給
付
費
が
医
療
費
の
伸

び
を
上
回
っ
て
増
加
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
給
付
と
負
担
に
関
連
し
た
改
革
が
求
め
ら
れ

る
。
具
体
的
に
は
、
利
用
者
負
担
２
割
の
対
象
者
拡

大
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
利
用
者
負
担
の
導
入
、

要
介
護
１
・
２
の
利
用
者
に
お
け
る
生
活
援
助
サ
ー

ビ
ス
の
地
域
支
援
事
業
へ
の
移
行
な
ど
の
実
現
で
あ

る
。
併
せ
て
、
今
後
、
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
す
る

中
、
質
の
高
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
供
給
す

る
た
め
、
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上（
ロ
ボ
ッ
ト
や

Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
な
ど
）に
取

り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

制
度
の
基
盤
と
し
て
の
デ
ー
タ
の
利
活
用
の
推
進

　

今
後
、
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
も
制
度
の
重
要
な
基

盤
と
な
る
の
が
デ
ー
タ
の
利
活
用
で
あ
る
。
政
府
の

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
革

（
注
３
）を
着
実
に
進
展
さ
せ
る
こ
と
で
、

重
複
受
診
・
投
薬
の
是
正
を
通
じ
た
医
療
費
の
適
正

化
、
或
い
は
、
各
種
分
析
を
通
じ
た
質
の
高
い
ケ
ア

の
提
供
や
、
効
果
的
な
政
策
立
案
に
つ
な
が
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
効
率
的
・
効
果
的
な
医
療
提
供
体
制
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、
今
後
、
医
療
提
供
に
関
す
る
情

報
を
関
係
者
間
で
一
層
共
有
・
活
用
し
て
い
く
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
医

療
分
野
に
お

い
て
は
、
効

率
的
な
医
療

提
供
体
制
の

構
築
を
通
じ
、

医
療
費
の
伸

び
の
抑
制
を

図
る
こ
と
が

欠
か
せ
な
い
。

医
療
費
適
正

化
計
画
や
地

域
医
療
構
想

（
注
１
）

（
医
療
計
画

に
記
載
）に

基
づ
く
取
り

組
み
の
実
効

性
向
上
に
向

け
、
都
道
府

県
の
主
体
的

な
取
り
組
み

（
注
１
）�各
都
道
府
県
が
、
２
０
２
５
年
時
点
の
必
要
病
床
数
を
機
能
別

に
明
ら
か
に
し
、
現
在
の
病
床
数
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
解
消
す
る

た
め
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
急
性
期
病
床
の
削
減
や
回

復
期
病
床
の
充
実
な
ど
病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
を
推
進

（
注
２
）�医
療
費
に
関
す
る
目
標
の
提
示
や
提
供
体
制
整
備
の
達
成
状
況

の
公
表
、
取
り
組
み
の
進
捗
状
況
の
レ
ビ
ュ
ー
強
化
、
進
捗
が

遅
れ
る
場
合
の
都
道
府
県
の
責
務
の
明
確
化
な
ど

（
注
３
）�オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
健
診
・
レ
セ
プ

ト
情
報
の
利
活
用
、
科
学
的
介
護
情
報
シ
ス
テ
ム（
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｅ
）

を
活
用
し
た
自
立
支
援
・
重
症
化
防
止
な
ど

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

診療報酬
介護報酬
同時改定

医
療
関
係

介
護
関
係

第３期医療費適正化計画
（2018～2023年度）

第８期介護保険事業計画
（2021～2023年度）

第７次医療計画
（2018～2023年度）

第４期医療費適正化計画
（2024～2029年度）

第８次医療計画
（2024～2029年度）

第９期介護保険事業計画
（2024～2026年度）

2025年に向けた地域医療構想

図表　2021～ 2025年度の想定スケジュール（医療・介護関係）
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